
 

 

 

 

2026年５月 29日 

各 位 

会 社 名 三菱製紙株式会社 

代表者名 代表取締役社長 木坂 隆一 

（コード：3864、東証プライム） 

      問合せ先 ガバナンス統括部長 塚本 貴夫 

      （Tel.03-5600-1488） 

 

剰余金の配当に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり 2026年３月 31日を基準日とする 

剰余金の配当を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、当社は会社法 第 459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を 

行う旨を定款に定めております。 

 

１．配当の内容 

 決定額 
直近の配当予想 

（2026 年５月 14 日公表） 

前期実績 

（2025年３月期） 

基 準 日 2026年３月 31日 同左 2025年３月 31日 

１株当たり配当金 15円 00銭 同左 15円 00銭 

配 当 金 総 額 669百万円 － 669百万円 

効 力 発 生 日 2026年６月８日 － 2025年６月９日 

配 当 原 資 利益剰余金 － 利益剰余金 

 

２．理由 

剰余金の配当等の決定に関しましては、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と位置

づけ、各事業年度の業績と将来に向けた成長投資を総合的に勘案しながら、配当を安定的か

つ継続的に実施することを基本方針としています。 

2026年３月期の配当につきましては、配当を安定的に維持することと、直近の業績動向を

総合的に勘案した結果、１株当たり 15円の期末配当を実施することといたしました。 

 

以  上 

 


